
 

保健指導のアウトソーシングに当たっては、サービスの質の評価を抱き合

わせた価格の設定を行うことや、医療保険者が保健指導の成果を評価し、そ

れを価格に反映させていくことが必要である。 

 

７）委託基準の作成、委託方法の透明化 

 保健指導のアウトソーシングに際して、医療保険者は委託基準を作成する

ことになるが、この場合、委託する保健指導業務の目的を明確に示すこと、

また、保健指導の質が判断できる項目を設定することが重要である。 

 そして、事業者の選定に当たっては、選定の手順を透明化することが重要

である。 

 

８）個人情報の管理 

 保健指導は対象者の生活そのものを把握することになり、その情報は個人

として知られたくない情報であることもある。このため、保健指導を行った

場合の記録の漏洩防止や、保健指導実施者に守秘義務をかけるなど、個人情

報の管理が重要である。アウトソーシングを行う場合は、事業者がこのよう

な規定を有しているか確認をするとともに、情報の管理状況を定期的に確認

する必要がある。 

 

９）収益事業との区分の明確化 

事業者の中には、収益事業を行っている者も想定され、様々な健康に関す

る商品（健康食品、器具等）の販売を保健指導業務の委託と合わせて行う事

業者に対しては、収益事業との区別を明確にし、保健指導と同時に行うこと

がないよう、医療保険者の委託基準に明記しておくことが必要である。また、

保健指導を行う地位を利用した不当な推奨・販売（例えば、商品等を保健指

導対象者の誤解を招く方法で勧めること）等を行わないことが必要である。 
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